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自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付け 

並びに第三者割当による第１回ASR新株予約権及び第２回ASR新株予約権の発行に関するお知らせ 

（ファシリティ型自己株式取得（Accelerated Share Repurchase）による自己株式の取得） 

 

当社は、2024 年 11 月 18日付の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて

適用される同法第 156 条の規定に基づき自己株式の取得に係る事項について決議いたしましたが、具

体的な取得方法について、下記「Ⅰ．自己株式の取得」に記載のとおり、株式会社東京証券取引所

（以下「東京証券取引所」という。）の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）において買付の委託を

行う方法によるものとし、また、その一部についてファシリティ型自己株式取得（ASR）（注）による方

法（詳細については後記「Ⅰ．自己株式の取得 ４．ファシリティ型自己株式取得（ASR）について」

をご参照ください。）で行うことを決定いたしましたので、お知らせいたします。 

また、今般の自己株式の取得の一部をファシリティ型自己株式取得（ASR）による方法で行うこと

に伴い、当社は、同日付の取締役会において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社（以下「ＳＭＢＣ日興証券」

という。）を割当予定先とした第三者割当による第１回ASR新株予約権（以下「出資金額固定型新株予

約権」という。）及び第２回ASR新株予約権（以下「交付株式数固定型新株予約権」といい、出資金額

固定型新株予約権及び交付株式数固定型新株予約権をあわせて、個別に又は総称して「本新株予約権」

という。）の発行について決議いたしましたので、あわせてお知らせいたします。 

なお、上記の自己株式の取得に係る事項の決議の詳細については、本日付で公表の「自己株式取得

に係る事項の決定に関するお知らせ（会社法第 165 条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株

式の取得）」をご参照ください。 

（注） 米国において活用されているAccelerated Share Repurchase（通称「ASR」）という手法を日

本の法令・ルール等に適合させたものです。 

 

記 

 

I. 自己株式の取得 

１. 自己株式の取得を行う理由 

株主還元の充実及び資本効率の向上を図るため 

なお、当社は、当社グループの財務状況、今後の設備投資計画、市場環境等を勘案の上、総還

元性向を意識した株主還元施策に係る当社のコミットメントをお示しするうえで、今般の相応の

規模を有する自己株式の取得を即時に行うことが可能となる手法として、その一部をファシリ

ティ型自己株式取得（ASR）により行うことを決定しておりますが、詳細については後記「４．

ファシリティ型自己株式取得（ASR）について」をご参照ください。また、ファシリティ型自己

株式取得（ASR）とは別に、当社株式を政策的に保有する株主と対話していく中で、一部の株主
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より保有する当社株式を売却する意向がある旨の連絡を受けております。これらを踏まえて、取

得予定株式数（上限）（以下に定義する。）を決定しております。 

 

２. 取得の方法（本自己株式取得（ToSTNeT-3）及び本自己株式取得（ASR）） 

本日（2024年11月18日）の終値（最終特別気配を含みます。）2,591.5円で、2024年11月19

日午前８時 45 分の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）において買付の委託

を行い、約 100 億円に相当する 3,858,700 株（上限）の自己株式の取得（以下「本自己株式取得

（ToSTNeT-3）」といい、かかる取得株式数の上限を「取得予定株式数（上限）」という。）を行い

ます。なお、当該買付注文は当該取引時間限りの注文とします。 

また、本自己株式取得（ToSTNeT-3）においては、そのうち約 65 億円にあたる 2,508,200 株に

ついてＳＭＢＣ日興証券より売付注文がなされる予定であります（かかるＳＭＢＣ日興証券から

の売付注文予定の株式数を「取得予定株式数（ASR）」といい、同社からの自己株式取得を「本自

己株式取得（ASR）」という。）が、ＳＭＢＣ日興証券からの取得分についての当社の実質的な取

得価額が、本自己株式取得（ASR）後の一定期間（2024 年 11 月 20 日から出資金額固定型新株予

約権又は交付株式数固定型新株予約権の権利行使日の前取引日までの期間。ただし、当社の各四

半期会計期間の最終取引日（「取引日」とは東京証券取引所において売買立会が行われる日をい

う。以下同じ。）から起算して５取引日前の日から同期間の末日までの期間及び当社株式の VWAP

（以下に定義する。）のない取引日を除きます。）における各取引日の東京証券取引所における当

社株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格（以下「VWAP」という。）の単純算術平均値に

99.75％を乗じた価格（以下「平均VWAP」という。）と等しくなるよう、当社とＳＭＢＣ日興証券

との間で出資金額固定型新株予約権及び交付株式数固定型新株予約権を用いた調整取引（以下

「本調整取引」という。）が行われる予定です。本調整取引の結果、最終的な自己株式の取得総

額又は取得株式数が変動する可能性があります。本調整取引の詳細については後記「４．ファシ

リティ型自己株式取得（ASR）について」をご参照ください。 

 

３. 取得の内容（本自己株式取得（ToSTNeT-3）） 

（１） 取得対象株式の種類 当社普通株式 

（２） 取得する株式の総数 3,858,700株 

（発行済株式総数（自己株式を除く。）に対する割合4.30％） 

（３） 株式の取得価額の総額 9,999,821,050円 

（４） 取得結果の公表 2024年11月19日午前８時45分の取引終了後に取得結果を公

表いたします。 

（注１） 当該株数の変更は行いません。なお、市場動向等により、一部又は全部の取得が行われない

可能性もあります。 

（注２） 取得する株式の総数（取得予定株式数（上限））に対当する売付注文をもって買付けを行い

ます。 

 

（ご参考）自己株式の取得に関する決議内容（2024年11月18日公表分） 

（１） 取得対象株式の種類 当社普通株式 

（２） 取得し得る株式の総数 4,200,000株（上限） 

（発行済株式総数（自己株式を除く。）に対する割合4.68％） 

（３） 株式の取得価額の総額 10,000,000,000円（上限） 

（４） 取得期間 2024年11月19日 

（５） 取得方法 株式会社東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-

3）による買付け 
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４. ファシリティ型自己株式取得（ASR）について 

今般、当社は自己株式の取得を実施するにあたり、以下に記載の理由により、ＳＭＢＣ日興証

券より提案のあったファシリティ型自己株式取得（ASR）（本自己株式取得（ASR）及び本調整取

引の一連の取引を通じた自己株式の取得をあわせて、以下「本スキーム」と総称する。）が、株

主還元策として上記のような相応の規模を有する自己株式の取得を確実に行いたいという当社の

ニーズを充足し得る最良の選択肢であると判断し、本自己株式取得（ToSTNeT-3）のうち、その

一部をファシリティ型自己株式取得（ASR）で行うことといたしました。 

市場買付による自己株式の取得方法のうち、通常の立会取引で自己株式を取得するスキームと

しては、当社が個別に発注するもの、証券会社による一任勘定取引、信託会社の利用等、様々な

手法が存在しますが、当社が今回企図している規模の自己株式の取得を行う場合、当社株式の市

場における売買高を勘案すると、いずれの手法も自己株式の取得が終了するまでに一定の期間を

要することになることが想定されます。また、ToSTNeT-3 において買付の委託を行う場合には、

上記の手法と異なり、取引自体は１日で終了するものの、株主の皆様による売付注文の数量次第

では、当社が企図していた規模の自己株式の取得ができない可能性があります。 

この点、本スキームを採用することで、後述のとおり、当社が企図する規模の自己株式取得取

引を１日で完了させることができ、一般の株主の皆様による売付注文が少ない場合であっても、

ＳＭＢＣ日興証券が自己の計算に基づき、取得予定株式数（ASR）の総数について売付注文を行

う予定であることから、当社は取得予定株式数（ASR）の総数について高い確度で自己株式の取

得を行うことが可能になります。なお、現時点でＳＭＢＣ日興証券の売付注文は確定しておりま

せんが、ＳＭＢＣ日興証券からは、市場からの借株により、取得予定株式数（ASR）の総数につ

いて売付注文を行うことが可能であると見込んでいる旨の確認を得ております。また、本自己株

式取得（ASR）後に行われる、ＳＭＢＣ日興証券による本市場買付取引（以下に定義する。）によ

り、当社株式の需給の向上も期待できるものと考えております。 

また、ＳＭＢＣ日興証券による売付に関する情報が東京証券取引所のホームページ

（https://www.jpx.co.jp/markets/public/short-selling/index.html）において公表されると

のことですので、あわせてご参照ください。 

 

＜本スキーム（ファシリティ型自己株式取得（ASR））の概要＞ 

本スキームの概要は以下のとおりです。 

 当社は、2024 年 11月 19日にToSTNeT-3 による買付けにより、取得単価（2,591.5 円）で、

取得予定金額（約100億円）に相当する取得予定株式数（上限）（3,858,700株）の本自己株

式取得（ToSTNeT-3）を行います。本自己株式取得（ToSTNeT-3）に際して、ＳＭＢＣ日興証

券は市場から借株をした上で本自己株式取得（ToSTNeT-3）に応じる形で、上記 3,858,700

株のうちの 2,508,200 株に相当する取得予定株式数（ASR）と同数の売付注文（約65 億円）

を行う予定です。したがいまして、本自己株式取得（ToSTNeT-3）に際して、一般の株主の

皆様が売付注文をしない場合であっても、当社は本自己株式取得（ToSTNeT-3）において取

得予定株式数（ASR）分の自己株式を取得することができる見込みです。なお、ToSTNeT-3で

は一般の株主の皆様からの売付注文は、金融商品取引業者であるＳＭＢＣ日興証券の自己の

計算に基づく売付注文より優先されますので、一般の株主の皆様からの売付注文と取得予定

株式数（ASR）の合計が取得予定株式数（上限）を上回った場合には、ＳＭＢＣ日興証券に

よる売付注文に対する約定は、その超過分を除いた株式数についてのみなされます。そのた

め、一般の株主の皆様から取得予定株式数（上限）に達する数の売付注文があった場合には、

ＳＭＢＣ日興証券からの売付けによる本自己株式取得（ASR）は行われないこととなり、出

資金額固定型新株予約権及び交付株式数固定型新株予約権はいずれも行使されません。 

 ＳＭＢＣ日興証券は、本自己株式取得（ASR）後に、借り入れた当社株式のうち本自己株式
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取得（ASR）において実際に当社に対して売却した数量の当社株式（以下、かかる株式の数

量を「売却株式数（日興）」という。）の返却を目的として、ＳＭＢＣ日興証券の裁量により

自らの判断と計算において当社株式を株式市場内で取得する予定です（以下、かかる取引を

「本市場買付取引」という。）。 

 本スキームにおいては、当社が本自己株式取得（ASR）を通じてＳＭＢＣ日興証券から取得

した株式に関して、当社の実質的な取得単価が本自己株式取得（ASR）後の一定期間の平均

VWAPと等しくなるように設計されています。具体的には、当社は、本調整取引のためにＳＭ

ＢＣ日興証券に対して出資金額固定型新株予約権及び交付株式数固定型新株予約権を割り当

てます。ＳＭＢＣ日興証券が、平均 VWAP の推移の状況に応じて、出資金額固定型新株予約

権又は交付株式数固定型新株予約権のいずれかを行使することにより、本調整取引が行われ

ます。本調整取引の内容は、具体的には以下のとおりです。 

① 本自己株式取得（ASR）後の平均 VWAP が、本自己株式取得（ASR）に係る取得単価よりも

高い場合（出資金額固定型新株予約権の権利行使による本調整取引） 

- この場合、ＳＭＢＣ日興証券が、本市場買付取引において平均 VWAP で株式を取得すると

仮定すると、ＳＭＢＣ日興証券が本自己株式取得（ASR）において当社から受領した金額

（以下「受領金額（日興）」という。）を全額使っても、ＳＭＢＣ日興証券が借り入れた

株式の返却に充分な数量の株式を買付けることができません（かかる仮定の下で買付け

ることができる株式数を、以下「取得可能株式数（平均VWAP）」という。）。そのため、Ｓ

ＭＢＣ日興証券は、出資金額固定型新株予約権を行使することにより、不足する株式数

に相当する株式を取得します。なお、出資金額固定型新株予約権の行使時の出資金額は

１円であり、その行使によりＳＭＢＣ日興証券に交付される株式数は、以下の算式に

よって算定されます。 

出資金額固定型新株予約権の交付株式数 ＝ 売却株式数（日興）－ 

取得可能株式数（平均VWAP） 

（取得可能株式数（平均VWAP）＝ 受領金額（日興）÷ 平均VWAP） 

- 上記の出資金額固定型新株予約権の権利行使による当社株式の交付が行われた結果、本

スキームにおいて当社が取得することとなる実質的な自己株式の取得株式数は、当社が

本自己株式取得（ASR）により買付けた株式数から、出資金額固定型新株予約権の権利行

使による交付株式数を控除した株式数となります。 

- 本自己株式取得（ToSTNeT-3）において一般の株主の皆様からの売付注文と取得予定株式

数（ASR）の合計が取得予定株式数（上限）を超えなかった（取得予定株式数（ASR）の

全数についてＳＭＢＣ日興証券の自己の計算に基づき売却がなされた）と仮定すると、

本自己株式取得（ASR）と以上のような本調整取引を組み合わせることにより、当社が取

得予定株式数（ASR）における取得予定金額約 65 億円を使用して平均 VWAP で株式を買付

けた場合と同じ結果となります（ただし、出資金額固定型新株予約権の権利行使時にお

ける出資金額（１円）は考慮しておりません。）。また、一般の株主の皆様からの売付注

文と取得予定株式数（ASR）の合計が取得予定株式数（上限）を超えた場合、ＳＭＢＣ日

興証券が自己の計算に基づいて売却する当社株式数は、その超過分が控除される結果、

本調整取引の対象となる自己株式取得の株式数は減少し、出資金額固定型新株予約権の

交付株式数の上限は減少します。 

- なお、この場合、交付株式数固定型新株予約権は行使されず、ＳＭＢＣ日興証券により

放棄されます。 

② 本自己株式取得（ASR）後の平均 VWAP が、本自己株式取得（ASR）に係る取得単価よりも

低い場合（交付株式数固定型新株予約権の権利行使による本調整取引） 
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- この場合、ＳＭＢＣ日興証券が、本市場買付取引において平均 VWAP で株式を取得すると

仮定すると、ＳＭＢＣ日興証券が本自己株式取得（ASR）において当社から受領した金額

（受領金額（日興））を全額使用することなく、ＳＭＢＣ日興証券が借り入れた株式の返

却に必要な数量を買付けることができます（かかる仮定の下でＳＭＢＣ日興証券が借り

入れた株式の返却に必要な数量を買付けるのに必要な金額を、以下「買付必要金額（平

均VWAP）」という。）。そのため、ＳＭＢＣ日興証券は、交付株式数固定型新株予約権を行

使し、その行使の対価として、余剰分に相当する金銭を当社に対して支払います。なお、

交付株式数固定型新株予約権の行使に係る交付株式数は 100 株であり、当該行使により

当社に交付される金銭（行使価額）は、以下の算式によって算定されます。 

交付株式数固定型新株予約権の行使価額 ＝ 受領金額（日興）－ 

買付必要金額（平均VWAP） 

（買付必要金額（平均VWAP）＝ 売却株式数（日興）× 平均VWAP） 

- 上記の交付株式数固定型新株予約権の権利行使に係る行使価額の払込みが行われた結果、

本スキームにおいて当社が取得する自己株式の実質的な取得総額は、当社が本自己株式

取得（ASR）により支払った取得価額の総額から、交付株式数固定型新株予約権の行使価

額を控除した金額となります。 

- 本自己株式取得（ToSTNeT-3）において一般の株主の皆様からの売付注文と取得予定株式

数（ASR）の合計が取得予定株式数（上限）を超えなかった（取得予定株式数（ASR）の

全数についてＳＭＢＣ日興証券の自己の計算に基づき売却がなされた）と仮定すると、

本自己株式取得（ASR）と以上のような本調整取引を組み合わせることにより、当社が平

均VWAPで取得予定株式数（ASR）2,508,200株を買付けた場合と同じ結果となります（た

だし、上記交付株式数固定型新株予約権の権利行使時に交付される 100 株は考慮してお

りません。）。また、一般の株主の皆様からの売付注文と取得予定株式数（ASR）の合計が

取得予定株式数（上限）を超えた場合、ＳＭＢＣ日興証券が自己の計算に基づいて売却

する当社株式数は、その超過分が控除される結果、本調整取引の対象となる自己株式取

得の株式数は減少し、交付株式数固定型新株予約権の行使価額の上限は減少します。 

- なお、この場合、出資金額固定型新株予約権は行使されず、ＳＭＢＣ日興証券により放

棄されます。 

 

上記の出資金額固定型新株予約権又は交付株式数固定型新株予約権のいずれかの行使は、出資

金額固定型新株予約権及び交付株式数固定型新株予約権の行使可能期間である 2025 年２月３日

から 2025 年３月 25 日までの間に行われる予定です。最終的な本調整取引の結果については、別

途開示をする予定ですがその結果次第では、最終的な自己株式の取得総額又は取得株式数が変動

する可能性があります。なお、万が一、本自己株式取得（ASR）後の平均 VWAP が本自己株式取得

（ASR）に係る取得単価と同額であった場合は、ＳＭＢＣ日興証券は出資金額固定型新株予約権

及び交付株式数固定型新株予約権をいずれも放棄することとなります。 
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＜本スキームの概略＞ 

 
（注）「当初」の取引においてはＳＭＢＣ日興証券からの買付け（本自己株式取得（ASR））以外の本

自己株式取得（ToSTNeT-3）も行われる予定ですが、上図では記載を省略しております。 

 

＜ご参考：本調整取引テーブル＞ 

 

 

A： ＳＭＢＣ日興証券からの取得済株式数
B： 「取得可能株式数(平均VWAP)」＝ＳＭＢＣ日興証券からの自己株式買付金額÷平均VWAP
C： ASR出資金額固定型新株予約権の交付株式数（A－B）

A
B

C

当社
ＳＭＢＣ
日興証券

C

＜株価上昇時＞
（本自己株式取得(ASR)後の平均VWAP

＞本自己株式取得(ASR)に係る取得単価）
⇒ASR出資金額固定型新株予約権の行使

株式
1円

（行使代金）

（交付株式）

本自己株式取得(ASR)

当社
ＳＭＢＣ
日興証券

借株

株式売却

取得代金

本新株予約権の割当
（ASR出資金額固定型およびASR交付株式数固定型

の新株予約権の割当）

当社
ＳＭＢＣ
日興証券

貸株市場

当社株式
の取得

借株の
返還

本新株予約権の行使
（ASR出資金額固定型またはASR交付株式数固定型

の新株予約権の行使）

行使代金※

株式※

当社
ＳＭＢＣ
日興証券

ＳＭＢＣ日興証券による
本市場買付取引

＜※本調整取引：本新株予約権の交付株式数および行使代金の算定方法＞

当
初

本
調
整
取
引
ま
で
の
期
間

本
調
整
取
引
時

貸株市場

貸株市場

D
E

D： ＳＭＢＣ日興証券からの自己株式買付金額
E： 「買付必要金額(平均VWAP)」＝ＳＭＢＣ日興証券からの取得済株式数×平均VWAP
F： ASR交付株式数固定型新株予約権の行使代金（D－E）

F

当社
ＳＭＢＣ
日興証券

資金
F

100株
（交付株式）

＜株価下落時＞
（本自己株式取得(ASR)後の平均VWAP

＜本自己株式取得(ASR)に係る取得単価）
⇒交付株式数固定型新株予約権の行使

（行使代金）

取得可能株式数

（平均VWAP）

（株）

（⑤＝③÷②）

交付株式数

（株）

（④-⑤）

実質的な

取得株式数

（株）

買付必要金額

（平均VWAP）

（百万円）

（⑥＝②×④）

新株予約権の

行使価額

（百万円）

（③-⑥）

実質的な

取得総額

（百万円）

20% 3,109.8 6,500 2,508,200 2,090,200 418,000 3,440,700

18% 3,058.0 6,500 2,508,200 2,125,600 382,600 3,476,100

16% 3,006.1 6,500 2,508,200 2,162,300 345,900 3,512,800

14% 2,954.3 6,500 2,508,200 2,200,200 308,000 3,550,700

12% 2,902.5 6,500 2,508,200 2,239,500 268,700 3,590,000

10% 2,850.7 6,500 2,508,200 2,280,200 228,000 3,630,700

8% 2,798.8 6,500 2,508,200 2,322,500 185,700 3,673,000

6% 2,747.0 6,500 2,508,200 2,366,300 141,900 3,716,800

4% 2,695.2 6,500 2,508,200 2,411,800 96,400 3,762,300

2% 2,643.3 6,500 2,508,200 2,459,100 49,100 3,809,600

0% 2,591.5 6,500 2,508,200

-2% 2,539.7 6,500 2,508,200 6,370 130 9,870

-4% 2,487.8 6,500 2,508,200 6,240 260 9,740

-6% 2,436.0 6,500 2,508,200 6,110 390 9,610

-8% 2,384.2 6,500 2,508,200 5,980 520 9,480

-10% 2,332.4 6,500 2,508,200 5,850 650 9,350

-12% 2,280.5 6,500 2,508,200 5,720 780 9,220

-14% 2,228.7 6,500 2,508,200 5,590 910 9,090

-16% 2,176.9 6,500 2,508,200 5,460 1,040 8,960

-18% 2,125.0 6,500 2,508,200 5,330 1,170 8,830

-20% 2,073.2 6,500 2,508,200 5,200 1,300 8,700

新株予約権の行使なし 新株予約権の行使なし

平均VWAPの

取得単価

からの
乖離率

①

平均VWAP

（円）
（②＝取得単価×

（1+①））

受領金額

（日興）
（百万円）

③

売却株式数

（日興）
（株）

④

本自己株式取得(ASR)後の平均VWAP

＞

本自己株式取得(ASR)時に係る取得単価の場合

（出資金額固定型新株予約権の権利行使による調整）

本自己株式取得(ASR)後の平均VWAP

＜

本自己株式取得(ASR)時に係る取得単価の場合

（交付株式数固定型新株予約権の権利行使による調整）
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※ 本自己株式取得（ToSTNeT-3）において、一般の株主の皆様からの売付注文と取得予定株式数

（ASR）の合計が取得予定株式数（上限）を超えなかった場合（取得予定株式数（ASR）の全数に

ついてＳＭＢＣ日興証券の自己の計算に基づき売却がなされた場合）の数値例です。なお、出資

金額固定型新株予約権の権利行使時における出資金額（１円）及び交付株式数固定型新株予約権

の権利行使時に交付される株式数（100株）は考慮しておりません。 

※ 「実質的な取得株式数（株）」及び「実質的な取得総額（百万円）」は、ＳＭＢＣ日興証券からの

本自己株式取得（ASR）を含む本自己株式取得（ToSTNeT-3）全体としての株数又は金額であり、

本自己株式取得（ToSTNeT-3）にあたって、一般の株主の皆様からの売付注文と取得予定株式数

（ASR）の合計が取得予定株式数（上限）を超えないことを前提としています。 
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II. 第三者割当による本新株予約権の発行 

１. 募集の概要 

＜第１回ASR新株予約権（出資金額固定型新株予約権）＞ 

（１） 割 当 日 2024年 12月４日 

（２） 新株予約権の総数 １個 

（３） 発 行 価 額 ０円 

（４） 当 該 発 行 に よ る 

潜 在 株 式 数 

 

2,508,100株（上限） 

※ 上記株式数（上限）は、本自己株式取得（ToSTNeT-3）にお

いて一般の株主の皆様からの売付注文と取得予定株式数

（ASR）の合計が取得予定株式数（上限）を超えず、かつ取

得可能株式数（平均VWAP）が100株となった場合を前提とし

た株式数であり、売却株式数（日興）（上限2,508,200株）

より100株を控除した株式数です。 

※ 実際の交付株式数については、出資金額固定型新株予約権の

権利行使時に下記（７）に記載の方法により算出されます。 

（５） 調 達 資 金 の 額 ０円  

※ 出資金額固定型新株予約権の発行価額及び出資金額固定型新

株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は１

円ですが、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を控除

し、０円となります。 

（６） 行 使 価 額 １円 

（７） 行使時の交付株式数 

の 算 定 方 法 

 

出資金額固定型新株予約権の行使時の実際の交付株式数は、出資

金額固定型新株予約権の権利行使日に、以下の算式に基づき算出

されます。 

交付株式数 ＝ ①売却株式数（日興）－ 

②取得可能株式数（平均VWAP） 

① 「売却株式数（日興）」は、本自己株式取得（ASR）においてＳ

ＭＢＣ日興証券が自己の計算で当社に売却した株式数（上限

2,508,200株）です。 

② 「取得可能株式数（平均VWAP）」は、以下の計算式に従って算

出される株式数（計算の結果生じる100株未満の端数は切り上

げます。）となります。 

取得可能株式数（平均VWAP） ＝ 
（ア）受領金額（日興） 

（イ）平均VWAP 

(ア) 「受領金額（日興）」は、本自己株式取得（ASR）におい

てＳＭＢＣ日興証券が自己の計算で当社に売却した株式

の売却額の合計額（上限6,500,000,300円）です。 

(イ) 「平均VWAP」は、2024年11月20日（同日を含みま

す。）から出資金額固定型新株予約権の権利行使日の直前

取引日（同日を含みます。）までの期間（以下、本欄にお

いて「平均VWAP算定期間」という。）の東京証券取引所

における当社株式の普通取引の終日のVWAPの単純算術平

均値に99.75％を乗じた価格（円位未満小数第５位まで算
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出し、小数第５位を四捨五入します。）となります。ただ

し、当社の各四半期会計期間の最終取引日から起算して

５取引日前の日から同期間の末日までの期間及び当社株

式のVWAPのない取引日は平均VWAP算定期間に含めませ

ん。 

（８） 募集又は割当方法 

（ 割 当 予 定 先 ） 
ＳＭＢＣ日興証券に対する第三者割当方式 

（９） そ の 他 出資金額固定型新株予約権の権利行使可能期間は2025年２月３

日から2025年３月25日までの期間となります。 

なお、当社は本日付でＳＭＢＣ日興証券との間でファシリティ契

約（以下「本ファシリティ契約」という。）を締結しており、本

ファシリティ契約には、ＳＭＢＣ日興証券は出資金額固定型新株

予約権及び交付株式数固定型新株予約権のうち一方を行使する旨

の判断を行う場合には、もう一方を行使することはできず、放棄

する旨が規定されています。その他本ファシリティ契約の概要に

ついては後記「２．本新株予約権の発行の目的及び理由」をご参

照ください。また、当社はＳＭＢＣ日興証券との間で、本新株予

約権に係る金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、本新株

予約権の買取に関する契約（以下「本新株予約権買取契約」とい

う。）を締結する予定であり、本新株予約権買取契約には、ＳＭ

ＢＣ日興証券は当社の事前の書面による同意がない限り、本新株

予約権を当社以外の第三者に譲渡することができない旨、いかな

る場合も出資金額固定型新株予約権と交付株式数固定型新株予約

権の一方のみを譲渡することができない旨等が規定される予定で

す。 

 

＜第２回ASR新株予約権（交付株式数固定型新株予約権）＞ 

（１） 割 当 日 2024年 12月４日 

（２） 新株予約権の総数 １個 

（３） 発 行 価 額 ０円 

（４） 当 該 発 行 に よ る 

潜 在 株 式 数 
100株 

（５） 調 達 資 金 の 額 

 

6,491,000,299円（上限） 

※ 上記金額は、本自己株式取得（ToSTNeT-3）において、一般

の株主の皆様からの売付注文と取得予定株式数（ASR）の合

計が取得予定株式数（上限）を超えず、かつ買付必要金額

（平均VWAP）が１円となった場合を前提とした金額であり、

受領金額（日興）（上限6,500,000,300円）から１円を控除

し、さらに本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を控除し

た金額です。 

※ 実際の調達資金の額は、後記（６）記載の方法により算出さ

れる行使価額に基づき減少します。 

（６） 行 使 価 額 

の 算 定 方 法 

交付株式数固定型新株予約権の行使時の実際の行使価額は、交付

株式数固定型新株予約権の権利行使日に、以下の算式（計算の結
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果生じる１円未満の端数は切り上げることとし、計算結果が１円

を下回る場合には１円とします。）に基づき算出されます。 

行使価額 ＝ ①受領金額（日興）－ 

②買付必要金額（平均VWAP） 

① 「受領金額（日興）」は、本自己株式取得（ASR）においてＳＭ

ＢＣ日興証券が自己の計算で当社に売却した株式の売却額の合

計額（上限6,500,000,300円）です。 

② 「買付必要金額（平均VWAP）」は、以下の計算式に従って算出

される金額となります。 

買付必要金額（平均VWAP） ＝ （ア）売却株式数（日興）×

（イ）平均VWAP 

(ア) 「売却株式数（日興）」は、本自己株式取得（ASR）にお

いてＳＭＢＣ日興証券が自己の計算で当社に売却した株

式数（上限2,508,200株）です。 

(イ) 「平均VWAP」は、2024年11月20日（同日を含みま

す。）から交付株式数固定型新株予約権の権利行使日の直

前取引日（同日を含みます。）までの期間（以下、本欄に

おいて「平均VWAP算定期間」という。）の東京証券取引

所における当社株式の普通取引の終日のVWAPの単純算術

平均値に99.75％を乗じた価格（円位未満小数第５位まで

算出し、小数第５位を四捨五入します。）となります。た

だし、当社の各四半期会計期間の最終取引日から起算し

て５取引日前の日から同期間の末日までの期間及び当社

株式のVWAPのない取引日は平均VWAP算定期間に含めま

せん。 

（７） 募集又は割当方法 

（ 割 当 予 定 先 ） 
ＳＭＢＣ日興証券に対する第三者割当方式 

（８） そ の 他 交付株式数固定型新株予約権の権利行使可能期間は2025年２月

３日から2025年３月25日までの期間となります。 

その他、本ファシリティ契約及び本新株予約権買取契約の締結に

ついては上記「＜第１回ASR新株予約権（出資金額固定型新株予

約権）＞（９）その他」をご参照ください。 

 

２. 本新株予約権の発行の目的及び理由 

当社は、上記「Ⅰ.自己株式の取得 １.自己株式の取得を行う理由」に記載のとおり、資本効

率の向上及び株主還元の充実を目的とした自己株式の取得を行うにあたり、相応の規模を有する

自己株式の取得を確実に行うことが可能となるものと判断し、自己株式の取得の一部をファシリ

ティ型自己株式取得（ASR）（本スキーム）により行うことを決定しました。本スキームにおいて

は、本自己株式取得（ASR）における取得分について、当社の実質的な取得価額が本自己株式取

得（ASR）後の平均 VWAP 相当になるよう本調整取引が行われますが、本調整取引においては出資

金額固定型新株予約権又は交付株式数固定型新株予約権のいずれか一方が用いられることとなり

ます。そのため、当社は上記の決定とあわせて、本新株予約権をＳＭＢＣ日興証券への第三者割

当による方法で発行することを決定いたしました。 
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＜本ファシリティ契約について＞ 

本ファシリティ契約において、ＳＭＢＣ日興証券は、後述のとおり、両方の本新株予約権を行

使しない一定の場合を除き、権利行使可能期間内に出資金額固定型新株予約権又は交付株式数固

定型新株予約権のいずれか一方を行使することが義務付けられております。具体的には、ＳＭＢ

Ｃ日興証券は、本市場買付取引が完了した後、出資金額固定型新株予約権及び交付株式数固定型

新株予約権の権利行使可能期間内に、上述のとおり本自己株式取得（ASR）に係る取得単価と本

自己株式取得（ASR）後の平均 VWAP を比較した上で、出資金額固定型新株予約権又は交付株式数

固定型新株予約権のいずれか一方を行使することとされております（ただし、万が一、本自己株

式取得（ASR）後の平均 VWAP が本自己株式取得（ASR）に係る取得単価と同額であった場合は、

ＳＭＢＣ日興証券は出資金額固定型新株予約権及び交付株式数固定型新株予約権をいずれも放棄

することとされており、かかる放棄が行われた場合には、出資金額固定型新株予約権及び交付株

式数固定型新株予約権の行使は行われません。）。また、ＳＭＢＣ日興証券は出資金額固定型新株

予約権及び交付株式数固定型新株予約権のうち一方を行使した場合には、もう一方を行使するこ

とはできず、放棄することとされています。なお、ＳＭＢＣ日興証券による本市場買付取引につ

いては、実施するか否か、買付けの時期・価格を含め、ＳＭＢＣ日興証券の裁量により行われま

す。 

 

＜本新株予約権の特徴＞ 

それぞれの本新株予約権の特徴については以下のとおりです。 

 出資金額固定型新株予約権について 

- 本ファシリティ契約の定めに基づき、本自己株式取得（ASR）後の平均 VWAP が本自己株

式取得（ASR）に係る取得単価よりも高い場合はＳＭＢＣ日興証券により出資金額固定型

新株予約権が行使され、権利行使に際して出資される財産の価額（１円）と引き換えに、

ＳＭＢＣ日興証券に対して当社普通株式が交付されます。 

- 出資金額固定型新株予約権の行使に係る交付株式数は本自己株式取得（ASR）後の平均

VWAPに応じて異なり、本自己株式取得（ASR）に係る取得単価と比較して本自己株式取得

（ASR）後の平均 VWAP が高いほど、交付株式数が増加する仕組みとなっております（前

記「Ⅰ．自己株式の取得 ４．ファシリティ型自己株式取得（ASR）について ＜ご参

考：本調整取引テーブル＞」をご参照ください。）。なお、実際の交付株式数は、出資金

額固定型新株予約権の権利行使日に確定します。 

 交付株式数固定型新株予約権について 

- 本ファシリティ契約の定めに基づき、本自己株式取得（ASR）後の平均 VWAP が本自己株

式取得（ASR）に係る取得単価よりも低い場合はＳＭＢＣ日興証券により交付株式数固定

型新株予約権が行使され、当社は権利行使に際して交付株式 100 株と引き換えに、行使

価額の払込みを受けます。 

- 交付株式数固定型新株予約権の行使価額は本自己株式取得（ASR）後の平均 VWAP に応じ

て異なり、本自己株式取得（ASR）に係る取得単価と比較して本自己株式取得（ASR）後

の平均 VWAP が低いほど、行使価額が上昇する仕組みとなっております（前記「Ⅰ．自己

株式の取得 ４．ファシリティ型自己株式取得（ASR）について ＜ご参考：本調整取引

テーブル＞」をご参照ください。）。なお、実際の行使価額は、交付株式数固定型新株予

約権の権利行使日に確定します。 
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３. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（１）調達する資金の額 

本新株予約権については、本自己株式取得（ASR）後の平均 VWAP 次第で出資金額固定型新株予

約権又は交付株式数固定型新株予約権のいずれか一方が行使されることとなります。本新株予約

権に係る調達する資金の額は、それぞれ以下のとおりです。 

 

＜第１回ASR新株予約権（出資金額固定型新株予約権）＞ 

① 払 込 金 額 の 総 額 １円 

② 発 行 諸 費 用 の 概 算 額 9,000,000円 

③ 差 引 手 取 概 算 額 ０円 

（注）１．払込金額の総額は出資金額固定型新株予約権の発行価額及び出資金額固定型新株予約権の

行使に際して出資される財産の価額の合計額です。 

２．発行諸費用の概算額は、出資金額固定型新株予約権及び交付株式数固定型新株予約権に係

る弁護士費用、価額算定費用等の合計額であり、消費税等は含まれておりません。 

 

＜第２回ASR新株予約権（交付株式数固定型新株予約権）＞ 

① 払 込 金 額 の 総 額 6,500,000,299円 

② 発 行 諸 費 用 の 概 算 額 9,000,000円 

③ 差 引 手 取 概 算 額 6,491,000,299円 

（注）１．払込金額の総額は、本自己株式取得（ToSTNeT-3）において、一般の株主の皆様からの売

付注文と取得予定株式数（ASR）の合計が取得予定株式数（上限）を超えず、かつ買付必

要金額（平均VWAP）が１円となった場合の交付株式数固定型新株予約権の行使に際して出

資される財産の価額を前提とした金額であり、受領金額（日興）（上限6,500,000,300円）

より１円を控除した金額で記載しております。実際の金額は、交付株式数固定型新株予約

権の権利行使日に確定する行使価額に基づき減少します。 

２．発行諸費用の概算額は、交付株式数固定型新株予約権及び出資金額固定型新株予約権に係

る弁護士費用、価額算定費用等の合計額であり、消費税等は含まれておりません。 

 

（２）調達する資金の具体的な使途 

上記のとおり、出資金額固定型新株予約権が行使された場合の差引手取概算額は０円であり、

交付株式数固定型新株予約権による差引手取概算額は 6,491,000,299 円（上限）であります。本

新株予約権については、本自己株式取得（ASR）後の平均 VWAP 次第で出資金額固定型新株予約権

又は交付株式数固定型新株予約権のいずれか一方が行使されることとなりますが、このうち、交

付株式数固定型新株予約権については、本自己株式取得（ASR）後の平均 VWAP が本自己株式取得

（ASR）に係る取得単価よりも低い場合に行使されることとなります。前記のとおり、交付株式

数固定型新株予約権の行使により払い込まれる金額は本自己株式取得（ASR）後の平均 VWAP に連

動して変動することとなりますが、これに係る調達金額については、本自己株式取得（ASR）の

実施にあたり当社が拠出することとなる自己資金（6,500,000,300 円）の復元のための資金の一

部として、2025年２月から2025年３月までにその全額を充当する予定です。 

 

４. 資金使途の合理性に関する考え方 

交付株式数固定型新株予約権の資金使途は、上記のとおり本自己株式取得（ASR）にあたり拠

出することとなる自己資金の一部復元のための資金に充当する予定ですが、交付株式数固定型新

株予約権は、本スキームにおける本調整取引のために活用されるものであります。交付株式数固
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定型新株予約権の行使により払い込まれる金額を、本自己株式取得（ASR）にあたり拠出するこ

ととなる自己資金の復元資金の一部に充当することにより、当社は、本自己株式取得（ASR）に

おける取得分について、本自己株式取得（ASR）後の平均 VWAP により自己株式を取得することと

なり、市場株価の動向を適切に反映した形で株主還元策として相応の規模を有する自己株式の取

得を確実に行うことが可能となることから、交付株式数固定型新株予約権の資金使途は合理的な

ものであると考えております。 

 

５. 発行条件等の合理性 

（１）払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

出資金額固定型新株予約権及び交付株式数固定型新株予約権はファシリティ型自己株式取得

（ASR）における調整取引のために発行されるものですが、当社は、出資金額固定型新株予約権

及び交付株式数固定型新株予約権の発行要項並びにＳＭＢＣ日興証券との間で締結した本ファシ

リティ契約及び本新株予約権買取契約に定められた諸条件を考慮した出資金額固定型新株予約権

及び交付株式数固定型新株予約権の価値評価を第三者評価機関である株式会社赤坂国際会計（本

社：東京都港区元赤坂一丁目１番８号、代表取締役：山本 顕三）（以下「赤坂国際会計」とい

う。）に依頼しました。赤坂国際会計は、株価の騰落に応じて出資金額固定型新株予約権又は交

付株式数固定型新株予約権のいずれかが権利行使される点等の諸条件も考慮しつつ、当社株式の

株価変動率、出資金額固定型新株予約権及び交付株式数固定型新株予約権の行使条件等を勘案し、

新株予約権の評価で一般的に使用されているモンテカルロ・シミュレーションを用いて、出資金

額固定型新株予約権及び交付株式数固定型新株予約権の価値評価を実施しました。当社は、ＳＭ

ＢＣ日興証券が取得する本スキームにおける地位は単に将来の一定の時点までの株価の騰落を事

後的に精算するという地位に過ぎず、株価は基本的に上下どちらにも変動し得る以上、積極的な

価値を持たず、出資金額固定型新株予約権及び交付株式数固定型新株予約権の発行要項、本ファ

シリティ契約並びに本新株予約権買取契約に定められた諸条件を一体として評価すれば価値は零

であると評価できることから、赤坂国際会計の評価を参考にしつつ、出資金額固定型新株予約権

及び交付株式数固定型新株予約権の内容を勘案の上、無償での出資金額固定型新株予約権及び交

付株式数固定型新株予約権の発行が有利発行に該当しないものと判断し、出資金額固定型新株予

約権及び交付株式数固定型新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととしました。 

また、当社監査役４名（うち社外監査役３名、独立役員３名）全員から、会社法上の職責に基

づいて監査を行った結果、出資金額固定型新株予約権及び交付株式数固定型新株予約権の発行条

件が有利発行に該当しない旨の取締役の判断について、法令に違反する重大な事実は認められな

い旨の意見を得ております。 

 

（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

本自己株式取得（ASR）後の平均 VWAP が本自己株式取得（ASR）に係る取得単価よりも高い場

合に行使されることとなる出資金額固定型新株予約権の交付株式数の上限は、2,508,100 株であ

ります（当社の発行済株式総数91,774,538株（2024年９月30日現在）に対して2.73％、総議決

権数894,900個（2024年９月30日現在）に対して2.80％の希薄化率）。ただし、出資金額固定型

新株予約権の権利行使（本調整取引）は、本自己株式取得（ASR）における取得分について、当

社の実質的な取得価額が本自己株式取得（ASR）後の平均 VWAP 相当になるように行われるもので

あり、また、出資金額固定型新株予約権の実際の交付株式数は、出資金額固定型新株予約権の権

利行使日に、売却株式数（日興）から取得可能株式数（平均VWAP）を控除して算出される数とな

る（上記の希薄化率はあくまで交付株式数の上限に基づいている）ことからも、本自己株式取得

（ASR）及び本調整取引全体で考えた場合には本自己株式取得（ASR）以前対比で希薄化を生じさ

せるものではなく、その規模は合理的であると判断しております。 
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そして、本自己株式取得（ASR）後の平均 VWAP が本自己株式取得（ASR）時に係る取得単価よ

りも低い場合に行使されることとなる交付株式数固定型新株予約権についても、交付株式数固定

型新株予約権が行使された際の交付株式数は 100 株（固定）であり、希薄化の規模はより限定的

かつ、本自己株式取得（ASR）及び本調整取引全体で考えた場合には本自己株式取得（ASR）以前

対比で希薄化を生じさせるものではないことから同様に合理的と判断しております。 

 

６. 割当予定先の選定理由等 

（１）割当予定先の概要 

（１） 名 称 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 

（２） 所 在 地 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 

（３） 代 表 者 の 

役 職 ・ 氏 名 
取締役社長 吉岡 秀二 

（４） 事 業 内 容 金融商品取引業等 

（５） 資 本 金 1,350億円（2024年９月30日現在） 

（６） 設 立 年 月 日 2009年６月15日 

（７） 発 行 済 株 式 数 200,002株 

（８） 決 算 期 ３月31日 

（９） 従 業 員 数 9,138人（2024年９月30日現在） 

（10） 主 要 取 引 先 投資家及び発行体 

（11） 主 要 取 引 銀 行 株式会社三井住友銀行 

（12） 大 株 主 及 び 

持 株 比 率 
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 100％ 

（13） 当事会社間の関係  

 

 

 資 本 関 係 

当該会社が当社の株式75,812株（2024年９月30日現在。2024年

９月 30 日現在の当社の普通株式に係る総議決権数の 0.08％）を

保有しているほか、特筆すべき資本関係はありません。また、当

社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間に

は、特筆すべき資本関係はありません。 

 

 

 

人 的 関 係 

当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。

また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会

社の間には、特筆すべき人的関係はありません。 

 

 

 

取 引 関 係 

当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。

また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会

社の間には、特筆すべき取引関係はありません。 

 

 
関 連 当 事 者 へ の 

該 当 状 況 

当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会

社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しませ

ん。 

（14） 最近３年間の経営成績及び財政状態（単位：百万円。特記しているものを除きます。） 

決 算 期 2022年３月期 2023年３月期 2024年３月期 

連 結 純 資 産 947,326 916,588 1,235,676 

連 結 総 資 産 14,142,069 15,141,406 19,832,076 



 

ご注意： この文書は、当社の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付け並びに第三者割当による第

１回 ASR 新株予約権及び第２回 ASR 新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧

誘を目的として作成されたものではありません。 
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１株当たり連結純資産（円） 4,728,890 4,582,681 6,178,070 

連 結 営 業 収 益 355,123 279,492 419,113 

連 結 営 業 利 益 又 は 

営 業 損 失 （ △ ） 
58,860 △44,485 27,489 

連 結 経 常 利 益 又 は 

経 常 損 失 （ △ ） 
65,341 △42,170 31,941 

親会社株主に帰属する当期 

純利益又は当期純損失（△） 
49,798 △39,838 16,238 

１株当たり連結当期純利益又

は当期純損失（△）（円） 
248,993 △199,189 81,189 

１株当たり配当金（円） 141,999 － － 

（注）ＳＭＢＣ日興証券は、東京証券取引所の取引参加者であるため、東京証券取引所に対しては

反社会的勢力に該当しないことに関する確認書の提出はしていません。 

ＳＭＢＣ日興証券は金融商品取引業者としての登録を行い、監督官庁である金融庁の監督及

び規制に服しております。また、ＳＭＢＣ日興証券は東京証券取引所その他の金融商品取引

所の取引参加者であり、暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことに

より経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体（以下「特定団体等」という。）

には該当せず、また、特定団体等とは何らの関係も有しないものと判断しております。 

 

（２）割当予定先を選定した理由 

当社は、今般の自己株式の取得を検討するにあたり、ＳＭＢＣ日興証券より提案を受けたファ

シリティ型自己株式取得（ASR）を採用することにより、市場株価の動向を適切に反映した形で

株主還元策として相応の規模を有する自己株式の取得を確実に行うことが可能となるものと判断

し、自己株式の取得の一部を本スキームにより行うこととしました。本スキームにおいては上記

のとおり、本自己株式取得（ASR）における取得分について、当社の実質的な取得価額が本自己

株式取得（ASR）後の平均 VWAP 相当になるよう、出資金額固定型新株予約権又は交付株式数固定

型新株予約権のいずれかを用いた本調整取引が行われます。当社は、資本効率の向上及び株主還

元の充実を目的とした今般の自己株式の取得の一部を、本調整取引を含めたファシリティ型自己

株式取得（ASR）の方法により遂行するため、出資金額固定型新株予約権及び交付株式数固定型

新株予約権をＳＭＢＣ日興証券へ割り当てることを決定いたしました。 

（注）出資金額固定型新株予約権及び交付株式数固定型新株予約権に係る割当ては、日本証券業

協会会員であるＳＭＢＣ日興証券により買い受けられるものであり、日本証券業協会の定

める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」の適用を受けて募集が行われるものです。 

 

（３）割当予定先の保有方針 

本新株予約権買取契約において、ＳＭＢＣ日興証券は当社の事前の書面による同意がない限り、

出資金額固定型新株予約権及び交付株式数固定型新株予約権を当社以外の第三者に譲渡すること

ができない旨、いかなる場合も出資金額固定型新株予約権と交付株式数固定型新株予約権の一方

のみを譲渡することができない旨等が定められる予定です。 

また、ＳＭＢＣ日興証券は、出資金額固定型新株予約権又は交付株式数固定型新株予約権のい

ずれかの行使により交付される当社株式について長期保有する意思を有しておらず、ＳＭＢＣ日

興証券が借り入れた株式の返却に充当する等により処分していく方針であることを確認しており

ます。 

 



 

ご注意： この文書は、当社の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付け並びに第三者割当による第

１回 ASR 新株予約権及び第２回 ASR 新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧

誘を目的として作成されたものではありません。 
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（４）割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

割当予定先であるＳＭＢＣ日興証券からは、出資金額固定型新株予約権の発行価額（払込金額）

及び出資金額固定型新株予約権又は交付株式数固定型新株予約権の行使に際して出資される財産

の価額の合計額に要する資金は確保されている旨、口頭で説明を受けており、同社の 2025 年３

月期第２四半期（中間期）決算短信に記載されている 2024 年９月 30 日現在の連結貸借対照表等

から十分な現預金及びその他流動資産を保有していることを確認し、また、本自己株式取得

（ASR）においてＳＭＢＣ日興証券が、ＳＭＢＣ日興証券が借り入れた株式を自己の計算に基づ

き売却し、その対価を受領することからも、当社としてかかる払込みに支障はないと判断してお

ります。 

 

（５）株券貸借に関する契約 

ＳＭＢＣ日興証券は、本自己株式取得（ASR）に応じる目的で、当社役員、役員関係者及び大

株主との間において株券貸借取引契約の締結を行う予定はございません。 

 

７. 募集後の大株主及び持株比率 

募集前（2024年９月30日現在） 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 13.79％ 

森永製菓取引先持株会 7.36％ 

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 6.77％ 

明治安田生命保険相互会社 2.49％ 

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 2.28％ 

JP MORGAN CHASE BANK 385632 1.77％ 

森永乳業株式会社 1.52％ 

三井物産株式会社 1.52％ 

GOVERNMENT OF NORWAY 1.44％ 

株式会社みずほ銀行 1.42％ 

（注）１．自己株式を控除して計算しております。 

２．小数点以下第３位を切り捨てて表示しております。 

３．今回の本新株予約権の募集分については、割当予定先であるＳＭＢＣ日興証券は権利行使

後の株式保有について長期保有を約しておらず、ＳＭＢＣ日興証券が借り入れた株式の返

却に充当する等により処分していく方針であるため、今回の本新株予約権の募集に係る潜

在株式数を反映した「募集後の大株主及び持株比率」を表示しておりません。 

 

８. 今後の見通し 

2024 年 11 月 12 日付「2025 年３月期第２四半期（中間期）決算短信[日本基準]（連結）」にて

公表いたしました2025年３月期の業績予想に変更はありません。 

 

９. 企業行動規範上の手続きに関する事項 

本新株予約権のうち希薄化の影響が大きい出資金額固定型新株予約権が権利行使され、理論上

考え得る最大数の株式が交付された場合においても、①その希薄化率が25％未満であること、②

支配株主の異動を伴うものではないこと（新株予約権又は取得請求権すべてが権利行使された場

合であっても、支配株主の異動が見込まれるものではないこと）から、東京証券取引所の定める

上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。 

 



 

ご注意： この文書は、当社の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付け並びに第三者割当による第

１回 ASR 新株予約権及び第２回 ASR 新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧

誘を目的として作成されたものではありません。 
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１０. 最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（１）最近３年間の業績（連結） （単位：百万円。特記しているものを除きます。） 

 2022年３月期 2023年３月期 2024年３月期 

売 上 高 181,251 194,373 213,368 

営 業 利 益 17,685 15,235 20,273 

経 常 利 益 18,247 15,757 21,039 

親会社株主に帰属する当期純利益 27,773 10,059 15,154 

１株当たり当期純利益（円） 276.29 104.38 165.60 

１ 株 当 た り 配 当 額 （ 円 ） 90.00 100.00 55.00 

１ 株 当 た り 純 資 産 額 （ 円 ） 1,301.97 1,322.63 1,448.01 

（注）2024年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施しております。2022年３

月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資

産額を算定しております。なお、2022 年３月期及び 2023 年３月期の１株当たり配当額につき

ましては、当該株式分割前の実際の配当額を記載しております。 

 

（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（2024年９月30日現在） 

 株 式 数 発行済株式数に対する比率 

発 行 済 株 式 数 91,774,538株 100.00％ 

現時点の転換価額（行使価額）

に お け る 潜 在 株 式 数 
－ － 

下限値の転換価額（行使価額）

に お け る 潜 在 株 式 数 
－ － 

上限値の転換価額（行使価額）

に お け る 潜 在 株 式 数 
－ － 

 

（３）最近の株価の状況 

① 最近３年間の状況 

 2023年３月期 2024年３月期 2025年３月期 

始  値 
3,810円 3,780円 

□2,571円 

2,652円 

高  値 
4,450円 5,764円 

□2,887.5円 

2,984.5円 

安  値 
3,555円 3,755円 

□2,530円 

2,422円 

終  値 
3,755円 5,130円 

□2,625.5円 

2,603.5円 

（注）１．□印は、2024 年１月１日付株式分割（普通株式１株につき２株の割合）による権利落後の

2024年３月期における株価であります。 

２．2025年３月期の株価については、2024年11月15日現在で表示しております。 

 

  



 

ご注意： この文書は、当社の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付け並びに第三者割当による第

１回 ASR 新株予約権及び第２回 ASR 新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧

誘を目的として作成されたものではありません。 
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② 最近６か月間の状況 

 
2024年 

６月 

2024年 

７月 

2024年 

８月 

2024年 

９月 

2024年 

10月 

2024年 

11月 

始  値 2,520円 2,516円 2,847円 2,747円 2,850円 2,822.5円 

高  値 2,603.5円 2,901円 2,884.5円 2,984.5円 2,939.5円 2,847.5円 

安  値 2,446円 2,460円 2,530円 2,715円 2,782.5円 2,552.5円 

終  値 2,489円 2,893円 2,749.5円 2,869.5円 2,853.5円 2,603.5円 

（注）2024年11月の株価については、2024年11月15日現在で表示しております。 

 

③ 発行決議日前営業日における株価 

 2024年 11月15日 

始  値 2,601円 

高  値 2,612.5円 

安  値 2,583.5円 

終  値 2,603.5円 

 

（４）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

該当事項はありません。 



 

ご注意： この文書は、当社の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付け並びに第三者割当による第

１回 ASR 新株予約権及び第２回 ASR 新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧

誘を目的として作成されたものではありません。 
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（別紙） 森永製菓株式会社 

第１回ＡＳＲ新株予約権 
発行要項 

 

１. 本新株予約権の名称 森永製菓株式会社第１回ＡＳＲ新株予約権 

（以下「本新株予約権」という。） 

２. 本新株予約権の払込金額の総額 新株予約権と引換えに金銭の払込を要しない。 

３. 申込期間 2024年12月４日 

４. 割当日 2024年 12月４日 

５. 募集の方法 第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を、ＳＭＢＣ日

興証券株式会社（以下「割当先」という。）に割り当てる。 

６. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

（１） 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その総数（以下「交付株式数」

という。）は、以下の算式によって計算される株式数（計算結果が負の値となる場合には０

株）とする。ただし、本新株予約権の目的である普通株式の総数は、本項第（２）号及び第

（３）号に基づき調整されるものとする。 

交付株式数 ＝ 売却株式数（日興）－ 取得可能株式数（平均ＶＷＡＰ） 

上記の算式において用いられた用語は、それぞれ以下に定める意味を有する。 

「売却株式数（日興）」とは、当社が 2024 年 11 月 19 日に実施する株式会社東京証券取引

所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による当社普通株式の買付けに際して、割当先

が自己の計算で当社に売却した当社普通株式の数とする。 

「取得可能株式数（平均ＶＷＡＰ）」とは、受領金額（日興）（以下に定義する。）を平均Ｖ

ＷＡＰ（以下に定義する。）で除した株式数をいい、計算の結果生じる 100 株未満の端数は

これを切り上げるものとする。 

「受領金額（日興）」とは、当社が 2024 年 11 月 19 日に実施する株式会社東京証券取引所

の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による当社普通株式の買付けに際して、割当先が

自己の計算で当社に売却した当社普通株式の売却額の合計とする。 

「平均ＶＷＡＰ」とは、2024 年 11 月 20 日（同日を含む。）から第 13 項第（３）号に定め

る本新株予約権の行使請求の効力発生日（以下「行使請求日」という。）の直前取引日（同

日を含む。）までの期間（以下「平均ＶＷＡＰ算定期間」という。）における、当社普通株式

の普通取引の終日の売買高加重平均価格（以下「ＶＷＡＰ」という。）の単純算術平均値に

99.75％を乗じた価格（円位未満小数第５位まで算出し、小数第５位を四捨五入する。）をい

う。ただし、平均ＶＷＡＰの算定において、当社の各四半期会計期間の最終取引日から起算

して５取引日前の日から同期間の末日までの期間及び当社普通株式の普通取引のＶＷＡＰの

ない取引日は平均ＶＷＡＰ算定期間に含めないものとする。 

（２） 2024年 11月20日（同日を含む。）から行使請求日（同日を含む。）までの期間中に当社が

当社普通株式の分割、無償割当て又は併合（以下「株式分割等」と総称する。）の基準日又

は株主確定日（基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日）が設定された場合、

前号の計算における①売却株式数（日興）及び②当該株式分割等のための権利付最終取引日

以前の各取引日における各ＶＷＡＰは、それぞれ次の算式により調整される。 

調整後売却株式数（日興）＝ 調整前売却株式数（日興）× 株式分割等の比率 

調整後ＶＷＡＰ ＝ 
調整前ＶＷＡＰ 

株式分割等の比率 
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（３） 前号の場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権に係る新株予約権者

（以下「本新株予約権者」という。）と協議の上、その承認を得て、必要な売却株式数（日

興）、平均ＶＷＡＰ及びＶＷＡＰの調整を行う。 

① 合併、会社分割、株式交換又は株式交付のために調整を必要とするとき。 

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により調整

を必要とするとき。 

③ これらの金額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整に

あたり、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

④ その他当社及び本新株予約権者のいずれもが調整を必要と判断したとき。 

７. 本新株予約権の総数  １個 

８. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額  

本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は１円とする。 

９. 本新株予約権の行使可能期間 

2025年２月３日から2025年３月25日まで（以下「行使可能期間」という。）とする。ただ

し、行使可能期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。

また、振替機関（第 17 項に定める振替機関をいう。以下同じ。）が必要であると認めた日に

ついては本新株予約権の行使をすることができないものとする。 

10. その他の本新株予約権の行使の条件 

本新株予約権の一部行使はできない。 

11. 本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規

則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、

計算の結果１円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準

備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

12. 組織再編行為による新株予約権の交付 

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会

社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、株

式移転完全子会社となる株式移転、又は株式交付親会社の完全子会社となる株式交付（以下

「組織再編行為」と総称する。）を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前にお

いて残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収

分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社、株式移転設立完全親会社又は株式

交付完全親会社（以下「再編当事会社」と総称する。）は以下の条件に基づき本新株予約権

者に新たに新株予約権を交付するものとする。 

（１） 新たに交付される新株予約権の数 

１個 

（２） 新たに交付される新株予約権の目的である株式の種類 

再編当事会社の同種の株式 

（３） 新たに交付される新株予約権の目的である株式の数の算定方法 

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。 

（４） 新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

金１円 

（５） 新たに交付される新株予約権に係る行使期間、行使の条件、当該新株予約権の行使により     

株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金、組織再編行為の場合の新株予約権の

交付並びに新株予約権証券の不発行 

第９項乃至第12項、第16項及び第17項に準じて、組織再編行為に際して決定する。 
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13. 本新株予約権の行使請求の方法 

（１） 本新株予約権の行使は、行使可能期間中に第14項に定める行使請求受付場所に行使請求に

必要な事項の通知が行われることにより行われる。 

（２） 本新株予約権を行使請求しようとする場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約

権の行使に際して払込をなすべき額の全額を現金にて第 15 項に定める払込取扱場所の当社

が指定する口座に振込むものとする。 

（３） 本新株予約権の行使請求の効力は、行使可能期間中に第14項に定める行使請求受付場所に

対して行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して

払込をなすべき額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生する。 

14. 行使請求受付場所 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

15. 払込取扱場所 

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 本店 

16. 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用等 

本新株予約権は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替

法」という。）第 163 条の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定

めた新株予約権であり、社債等振替法第 164 条第２項に定める場合を除き、新株予約権証券

を発行することができない。また、本新株予約権及び本新株予約権の行使により交付される

普通株式の取扱いについては、振替機関の定める株式等の振替に関する業務規程その他の規

則に従う。 

17. 振替機関 

株式会社証券保管振替機構 

東京都中央区日本橋兜町７番１号 

18. 本新株予約権の発行価額及びその行使に際して払込をなすべき額の算定理由 

本要項及び本新株予約権と同時に割当先に対して発行される第２回ＡＳＲ新株予約権の発

行要項並びに割当先との間で締結する予定の新株予約権買取契約及びファシリティ契約に定

められる諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーション

を基礎に評価した結果を参考に、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととし

た。また、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は第８項記載の通りとした。 

19. １単元の数の定めの廃止等に伴う取扱い 

本新株予約権の割当日後、当社が１単元の株式の数の定めを廃止する場合等、本要項の規

定中読替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。 

20. その他 

（１） 会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読替えその他の措置が必要となる場合には、

当社は必要な措置を講じる。 

（２） 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

（３） その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長又はその指名する者に

一任する。 

以    上  
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 森永製菓株式会社 
第２回ＡＳＲ新株予約権 

発行要項 
 

１. 本新株予約権の名称 森永製菓株式会社第２回ＡＳＲ新株予約権 

（以下「本新株予約権」という。） 

２. 本新株予約権の払込金額の総額 新株予約権と引換えに金銭の払込を要しない。 

３. 申込期間 2024年12月４日 

４. 割当日 2024年 12月４日 

５. 募集の方法 第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を、ＳＭＢＣ日

興証券株式会社（以下「割当先」という。）に割り当てる。 

６. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式100株とする。 

７. 本新株予約権の総数 １個 

８. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額  

（１） 本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、以下の算式によっ

て計算される金額（１円未満の端数は切り上げることとし、計算結果が１円を下回る場合に

は１円とする。以下「行使価額」という。）とする。ただし、行使価額は、本項第（２）号

及び第（３）号に基づき調整されるものとする。 

行使価額 ＝ 受領金額（日興）－（売却株式数（日興）× 平均ＶＷＡＰ） 

上記の算式において用いられた用語は、それぞれ以下に定める意味を有する。 

「受領金額（日興）」とは、当社が 2024 年 11 月 19 日に実施する株式会社東京証券取引所

の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による当社普通株式の買付けに際して、割当先が

自己の計算で当社に売却した当社普通株式の売却額の合計とする。 

「売却株式数（日興）」とは、当社が 2024 年 11 月 19 日に実施する株式会社東京証券取引

所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による当社普通株式の買付けに際して、割当先

が自己の計算で当社に売却した当社普通株式の数とする。 

「平均ＶＷＡＰ」とは、2024 年 11 月 20 日（同日を含む。）から第 13 項第（３）号に定め

る本新株予約権の行使請求の効力発生日（以下「行使請求日」という。）の直前取引日（同

日を含む。）までの期間（以下「平均ＶＷＡＰ算定期間」という。）における、当社普通株式

の普通取引の終日の売買高加重平均価格（以下「ＶＷＡＰ」という。）の単純算術平均値に

99.75％を乗じた価格（円位未満小数第５位まで算出し、小数第５位を四捨五入する。）をい

う。ただし、平均ＶＷＡＰの算定において、当社の各四半期会計期間の最終取引日から起算

して５取引日前の日から同期間の末日までの期間及び当社普通株式の普通取引のＶＷＡＰの

ない取引日は平均ＶＷＡＰ算定期間に含めないものとする。 

（２） 2024年 11月20日（同日を含む。）から行使請求日（同日を含む。）までの期間中に当社が

当社普通株式の分割、無償割当て又は併合（以下「株式分割等」と総称する。）の基準日又

は株主確定日（基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日）が設定された場合、

前号の計算における①売却株式数（日興）及び②当該株式分割等のための権利付最終取引日

以前の各取引日における各ＶＷＡＰは、それぞれ次の算式により調整される。 

調整後売却株式数（日興）＝ 調整前売却株式数（日興）× 株式分割等の比率 

調整後ＶＷＡＰ ＝ 
調整前ＶＷＡＰ 

株式分割等の比率 
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（３） 前号の場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権に係る新株予約権者

（以下「本新株予約権者」という。）と協議の上、その承認を得て、必要な売却株式数（日

興）、平均ＶＷＡＰ及びＶＷＡＰの調整を行う。 

① 合併、会社分割、株式交換又は株式交付のために調整を必要とするとき。 

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により調整を

必要とするとき。 

③ これらの金額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整にあ

たり、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

④ その他当社及び本新株予約権者のいずれもが調整を必要と判断したとき。 

９. 本新株予約権の行使可能期間 

2025年２月３日から2025年３月25日まで（以下「行使可能期間」という。）とする。ただ

し、行使可能期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。

また、振替機関（第 17 項に定める振替機関をいう。以下同じ。）が必要であると認めた日に

ついては本新株予約権の行使をすることができないものとする。 

10. その他の本新株予約権の行使の条件 

本新株予約権の一部行使はできない。 

11. 本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規

則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、

計算の結果１円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準

備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

12. 組織再編行為による新株予約権の交付 

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会

社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、株

式移転完全子会社となる株式移転、又は株式交付親会社の完全子会社となる株式交付（以下

「組織再編行為」と総称する。）を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前にお

いて残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収

分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社、株式移転設立完全親会社又は株式

交付完全親会社（以下「再編当事会社」と総称する。）は以下の条件に基づき本新株予約権

者に新たに新株予約権を交付するものとする。 

（１） 新たに交付される新株予約権の数 

１個 

（２） 新たに交付される新株予約権の目的である株式の種類 

再編当事会社の同種の株式 

（３） 新たに交付される新株予約権の目的である株式の数 

100株 

（４） 新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。 

（５） 新たに交付される新株予約権に係る行使期間、行使の条件、当該新株予約権の行使により

株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金、組織再編行為の場合の新株予約権の

交付並びに新株予約権証券の不発行 

第９項乃至第12項、第16項及び第17項に準じて、組織再編行為に際して決定する。 

13. 本新株予約権の行使請求の方法 

（１） 本新株予約権の行使は、行使可能期間中に第14項に定める行使請求受付場所に行使請求に

必要な事項の通知が行われることにより行われる。 
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（２） 本新株予約権を行使請求しようとする場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約

権の行使に際して払込をなすべき額の全額を現金にて第 15 項に定める払込取扱場所の当社

が指定する口座に振込むものとする。 

（３） 本新株予約権の行使請求の効力は、行使可能期間中に第14項に定める行使請求受付場所に

対して行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して

払込をなすべき額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生する。 

14. 行使請求受付場所 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

15. 払込取扱場所 

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 本店 

16. 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用等 

本新株予約権は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替

法」という。）第 163 条の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定

めた新株予約権であり、社債等振替法第 164 条第２項に定める場合を除き、新株予約権証券

を発行することができない。また、本新株予約権及び本新株予約権の行使により交付される

普通株式の取扱いについては、振替機関の定める株式等の振替に関する業務規程その他の規

則に従う。 

17. 振替機関 

株式会社証券保管振替機構 

東京都中央区日本橋兜町７番１号 

18. 本新株予約権の発行価額及びその行使に際して払込をなすべき額の算定理由 

本要項及び本新株予約権と同時に割当先に対して発行される第１回ＡＳＲ新株予約権の発

行要項並びに割当先との間で締結する予定の新株予約権買取契約及びファシリティ契約に定

められる諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーション

を基礎に評価した結果を参考に、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととし

た。また、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は第８項記載の通りとした。 

19. １単元の数の定めの廃止等に伴う取扱い 

本新株予約権の割当日後、当社が１単元の株式の数の定めを廃止する場合等、本要項の規

定中読替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。 

20. その他 

（１） 会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読替えその他の措置が必要となる場合には、

当社は必要な措置を講じる。 

（２） 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

（３） その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長又はその指名する者に

一任する。 

以    上  

 

 

 


